
生駒市規則第１３号 

 生駒市職員の自己啓発休業に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２９日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則（平成２６年１０月生駒市規則第２

９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項第２号」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則第２条の規定の適用につ

いては、同条に規定する大学院の課程には、改正前の生駒市職員の自己啓発等

休業に関する規則第２条に規定する大学院の課程（学校教育法の一部を改正す

る法律（平成２９年法律第４１号）による改正前の学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１０４条第４項第２号の規定によりこれに相当する教育を行う

ものとして認められていたものに限る｡)を含むものとする。  


